
広報おおさき2015-1　 広報おおさき2015-1

期　日
松山地域 三本木地域 鹿島台地域

会場 対象行政区 会場 対象行政区 会場 対象行政区

2月13日 給与所得および年金所得のみの人 給与所得および年金所得のみの人 鈴掛、姥ヶ沢

16 日 入町、松山横町、茶釜台 斉田、音無 東平渡

17 日 竹の花 坂本 鹿島台大沢

18 日 竹の花、町 蟻ケ袋、混内山 【午前】上平渡【午後】御屋敷

19 日 文化丁、松山台町、新丁 伊賀 【午前】鹿島台長根【午後】北平渡

20 日 上野 三本木南町 杉ケ崎

23 日 上野 仲町 鹿島台山谷、広長、元鹿島台

24 日 広岡、次橋 三本木北町 内ノ浦

25 日 山王、野田 三本木新町 砂子沢、渕花

26 日 金谷 三本木南新町 出町

27 日 金谷 三本木地域全地区 畜産収支計算の人

3月  1日 給与所得者などで平日の申告が困難な人 給与所得者などで平日の申告が困難な人 給与所得者などで平日の申告が困難な人

2 日 駅前二、金ヶ崎 南谷地 本地

3 日 長尾 桑折 竹谷

4 日 長尾 秋田、上伊場野 鎌巻

5 日 松山新田 蒜袋 【午前】三ツ屋・上地【午後】鹿島台駅前

 6 日 須摩屋 多田川、高柳 上志田

9 日 須摩屋 門梨、鉄炮町、川井、上沢 下志田

10 日 境、上志引、松山中谷地、下志引 上宿、下宿 【午前】山船越【午後】里船越

11 日 花ヶ崎、下沢、太夫沢 三本木中谷地、上沖、下沖 【午前】深谷【午後】大迫新田

12 日 松山駅前、鍋田 三本木地域全地区 【午前】大迫【午後】小迫、鹿島台岩渕

13 日 駅前中 三本木地域全地区 福芦住宅、福芦団地

16 日
松山地域全地区
※受け付けは午後 3 時まで

三本木地域全地区
※受け付けは午後 3 時まで

鹿島台地域全地区
※受け付けは午後 3 時まで

会場 期日 対　象　行　政　区

２月 13 日 川東

16 日 田野

17 日 原

18 日 軍沢、寒湯、岩入西、岩入東

19 日 蟹沢、小向、中川原

20 日 上野々、湯元

23 日 上鳴子

24 日 新屋敷、中野

25 日 鳴子岩渕

26 日 車湯、東鳴子

27 日 中山西

会場 期日 対　象　行　政　区

 

3 月  1 日 給与所得者などで平日の申告が困難な人

2 日 中山東

  3 日 石ノ梅、沢、小身川原

4 日 川渡

5 日 鍛冶谷沢

6 日 上川原、黒崎

9 日 南野際

10 日 北野際

11 日 上原、向山

12 日 鳴子温泉地域全地区

13 日 鳴子温泉地域全地区

16 日 鳴子温泉地域全地区

■松山・三本木・鹿島台地域　　受付時間　午前 9時～ 11 時　午後 1時～ 4時

■鳴子温泉地域　　受付時間　午前 9時～ 11 時　午後 1時～ 3時

期　日
岩出山地域 田尻地域

会場 対象行政区 会場 対象行政区

２月 13 日 【午前】下馬館【午後】新橋 田町、横町河岸前、大杉

16 日 【午前】池月中央【午後】鵙目、天王寺 元町、仲荒町、南小松、中目

17 日 【午前】薬師【午後】浦北 田尻八幡、北小松

18 日 大学町、轟 大嶺、沼木諏訪峠

19 日 東川原町、川北 田尻新町、通木、大嶺三

20 日 大坪、浦南 北牧目、桜田

23 日 【午前】中里【午後】大保 富岡、下高野

24 日 小坪、要害 木戸、葉山上北山

25 日 下宮、上野目山谷 沼部峯崎、若林

26 日 【午前】岩出山南町【午後】岩出山北町 百塚上高野、貝ノ堀

27 日 【午前】沖【午後】黄金田 北小塩、中南小塩

3 月  1 日 給与所得者などで平日の申告が困難な人 給与所得者などで平日の申告が困難な人

2 日 根岸、東昌寺沢 百々荒柳、田尻大沢

3 日 【午前】上馬館【午後】一の坪 田尻谷地中、北小牛田上、北小牛田下

4 日 【午前】上宮【午後】下野目八幡 田尻長根

5 日 【午前】小松川【午後】馬主　 北又、新田ノ目

 6 日 【午前】小倉【午後】白鳥　 北長根、舞岳

9 日 宿、通丁　　 宿・鹿飼

10 日 菅生、川原町 小沢、長沢

11 日 岩出山地域全地区 上南曲田、伸萠

12 日 岩出山地域全地区 中沢目

13 日 岩出山地域全地区 田尻地域全地区

16 日
岩出山地域全地区
※受け付けは午後 3 時まで

田尻地域全地区
※受け付けは午後 3 時まで

■岩出山・田尻地域　　受付時間　午前 9時～ 11 時　午後 1時～ 4時

申告日程申告日程

円滑な申告を行うために
事前準備をお願いします

青色申告をする人、雑損控除の適用を受ける人、

　株式の譲渡や配当所得がある人は、古川税務署

　（ 22-1711）での申告となります。

営業所得、農業所得、不動産所得を申告する場合は、平成 26 年 1 月から義務付けられた記帳・

帳簿をもとに、事前に収支内訳書を作成してください。

　※収支内訳書の用紙と記入方法は、税務課、各総合支所市民税務課で配布しています。

医療費控除を受けるための領収書は、あらかじめ病院・薬局別に整理し、集計を行ってください。

　※収支内訳書の作成や、医療費控除の集計などを来場前に済ませていない場合は、会場で集計

　をお願いします。その場合は、申告の順番がくり下がることがあります。

自宅から国税電子申告（e-Tax）を利用して申告ができます。事前準備が必要となりますので、

詳しくは、国税庁ウェブサイト（http://www.nta. go.jp/）を確認してください。
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